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木賃宿街｢釜ヶ崎｣の成立とその背景

加藤　政洋★

Ⅰ　はじめに

(1)課題　1935年に編まれた『大阪市域拡張史』

には､大正期に形成された大阪市街地北部に位置する

豊崎町について｢大小二百有余の工場軒を並べ､煤煙

天を津ふの盛況を呈し,工場都市北大阪の大を誇るの

観があった｣.同じく南部に位置する今宮町についても.

｢其の状態全く市内と異らず.人口七万五千四百余人､

戸数一万八千四百を有する全国著名の大町｣であると

記されている11｡このように近代都市大阪を工業都市

として表象する場合,工場と煤煙､そして戸口の規模

は誇るべき特徴になる｡だが､ひるがえって.当時の

市政の枢要を占めていた社会事業の点からみた場合,

どちらの地区も｢不衛生住宅地区｣ユ)や｢過密住宅地区｣

3)として表象され改善されるべき事業対象であったQ実

際に,今宮町に位置し.現在では日本最大の｢寄せ場｣

として知られている｢釜ヶ崎｣については. ｢五十戸の

安宿が軒を並べ,之に止泊する日稼労働者五千人を超

-,社会施設の急愈々切なるものがあった｣ 4)とも記さ

れているのであるo

｢寄せ場｣には日雇い労働者のための簡易宿泊所(ド

ヤ)が集中的に立地しているが,さきの昭和戦前期の

記述にも見られるとおり,戦前の｢釜ヶ崎｣には､ ｢日

稼労働者｣のための｢安宿｣と呼ばれる日払いを原則

とした｢木賃宿｣を指す宿泊施設が多数存在していた

ようである｡つまり, ｢寄せ場｣としての｢釜ヶ崎｣は,

｢木賃宿｣が集中的に立地する戦前の労働者街の系譜

に属していると考えられる｡

こうした｢寄せ場｣としての｢釜ヶ崎｣の歴史.と

りわけその成立の経緯に関する研究はさほど多いとは

言えない,とはいえ.その成立について言及したいく

つかの研究では, 1903 (明治36)年に大阪で開催され

た第5回内国勧業博覧会の準備にともない会場付近で
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スラムクリアランスが実施され､それによって追い払

われた人びとの移り住んだ先が｢釜ケ崎｣であった､

という指摘がなされている5)｡ところが,いずれの研

究にもその典拠はまったく示されておらず6)､まさに

語り継がれてきた､という性格が強いように思われる｡

そこで本稿では,スラムクリアランス説を批判的に検

討し,新しい資料から得られた知見を整理しながら｢釜

ケ崎｣が木賃宿街として成立した事情を考察すること

にしたい｡

｢釜ヶ崎｣という一地区の存在は. 1920年代に入る

と社会調査によって自明のものとなるが､それ以前は

通称としての｢釜ヶ崎｣も定着しておらず.既存の研

究には地名の問題で混乱もみられる7㌧　こうした通称

としての｢釜ヶ崎｣の異動についても,新聞の三面記

事やその他の記述を資料とすることで確認してゆく｡

とりあえず.現時点ではっきりしているのは､ ｢釜ヶ崎

は､ 『明治三十五[1902]年頃までは僅かに街道に沿ふ

て旅人相手の八軒長屋が存在したるに過ぎなかった』

が､ 1925年には推計『四十九軒の宿に六百十五世帯三

千六百人の男女が常住』し,その他に『一夜泊りの連

中は五百は』あったという｣ことであり81.この間の

およそ20年の年月に｢釜ヶ崎｣の形成史が刻み込まれ

ているはずである｡

(2)木曽論文の検討　｢釜ヶ崎｣の成立に関する

論考が近年いくつか著わされてきているがuI.そのな

かでもとくに体系だてて推論している木曽順子｢日本

橋方面･釜ヶ崎スラムにおける労働-生活過程｣ lo怪

検計することで,問題を整理しておくことにしたい｡

木曽論文の要点は,釜ヶ崎や｢日本橋方面｣のスラ

ムが,明治前期まで大阪で最大のスラムであった名護

町を起源とし,その｢[名護町]スラムの排斥｣によっ

て成立したということにある｡

木曽によれば.名護町の｢排斥｣は以下の3つの事

柄を｢契機｣として実現された｡ ① ｢長屋建築規則｣

(1886年5月)と｢宿屋取締規則｣ (同年]2別　によ
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る名護町の部分的クリアランスと木賃宿および住人の

周辺地区-の移動, ② ｢宿屋取締規則｣を改正した｢宿

屋営業取締規則｣ (1898年)でr木賃宿ハ大阪市堺市

(並松町ハ除ク)ニ於テ営業スルコトヲ許サス｣ (第

32条)と規定されたことによりlり,第1次市域拡張

(1897年)にともない関西鉄道線(城東線,現J R大

阪環状線)あたりまで広がっていた市域の外側に木賃

宿が立地せざるを得なかったこと, ③第5回内国勧業

博覧会(1903年)の会場が今宮(現在の天王寺公園･

新世界)に決まったことにより.そこ-通じる要路と

しての日本橋筋の拡幅と周辺スラムの｢除去｣が唱え

られたこと､の3点であるc　そして木曽は. ③の工事

開始を契機として｢旧長町の住人たちは-釜ヶ崎-と

移動した｣ 1三)と結論づける｡

木曽は｢日本橋方面･釜ヶ崎スラム｣の成立する前

提を整理しているだけなので.若干の補足が必要であ

ると同時に検討の余地もあると思われるが,木曽が以

下のような資料にもとづいて論を展開していることに

留意しておきたいo

明治二十七八[1894-95コ年以来此ノ地[日本橋方面-1ニ

各種ノ長屋(後二述フル分ノ長屋ハ比ノ時こ源ヲ発ス)建

造セラルルト英二明治三十[1897]年金ク市内二木貸宿ヲ

官ムコトヲ禁シタリ木賃宿ハ廉セラレタルモ木賃宿的日家

賃制ノ長家ハ細民ノ生活こ最モ便利ナルヨリ細民ノ､尚此ノ

地こ蛸集セリ其後大阪市ノ人口増加卜共二都市周囲部ノ延

引トナリ加フルニ此ノ方面ノ道路ノ改築其他ノ事情二依り

此二住スル細民ノ､木賃宿ヲ中心トシテ市外今宮町及豊崎町

方面二移動セサルヲ得サルコトトナリ漸次細民ノ数ヲ減シ

今尚減シツツアル状況ニア1J 13>

まず, ①について木曽は.資料中の｢木賃宿的日家

賃制ノ長家｣が名護町周辺に成立したことを指して､

｢旧長町近辺でのスラム再形成の要因になった｣と述

べている)4)｡これは｢日本橋方面のスラム｣の成立を

念頭においての主張であり, ｢釜ヶ崎｣の歴史を考える

上でも重要なことではあるが,その成立に直接関わる

事柄ではない｡

それに比べて,資料中でもふれられている②はきわ

めて重要であるo言うまでもなく,それは,その10年

後に20軒におよぶ木賃宿が立地し, ｢釜ヶ崎｣が木賃

宿街として成立する必要な条件であったからだo　とく

に補足しておきたいのは, ｢宿屋営業取締規則｣には明

文化されていないものの,実際には､その許可地が限

定されており.そのなかには′J､字としての釜ヶ崎を含,

む大字今宮も指定されていたことである(『大阪朝日新

聞』 1906年8月18日IS㌔rそしてここで問題となるの

が.この②を受けて｢釜ヶ崎｣に木賃宿が立地し, ③

によって実際に旧名護町の住人がそこに移住したのか

どうか,ということである｡

木曽の解釈は,資料中にある｢此ノ方面ノ道路ノ改

築其他ノ事情｣のうち.名護町のクリアランスを含む

｢道路ノ改築｣を重視しているわけであるが.そもそ

もスラムクリアランスは実行されたのか,もしそうで

あったとすれば､どの場所をどの程度クリアランスし

たのか,という問題にはまったくふれられておらず.

｢其他ノ事情｣も含めて考察する必要があるだろう｡

とはいえ,一番の問題であるスラムクリアランスに

ついては､実のところ具体的な資料はまったく存在し

て(発見されて)いないo　前述した,語り継がれてい

るという状況は.このことにも起因しているのであるe

しかしながら､これによって探究を閉ざすのではなく､

名護町のクリアランス計画やその他の事業にこめられ

た行政側の意図を解釈し. ｢其他ノ事情｣を含む前後の

状況を把握することから. ｢釜ヶ崎｣の成立について考

察する糸口を引き出したい｡

Ⅱ　第5回内国勧業博覧会と名護町のクリアランス

計画

第5回内国勧業博覧会湯が日本橋筋の南部にあたる

今宮に決したことにより､博覧会場の建設とともに議

論されたのが市街地全般の整備(｢市区改正｣)であっ

た16)とくに, r大阪の街路は如何にも狭隆で.運輸交

通上の不便｣であることから.街路の整備はその中心

的な課居となり,その具体的な方策として､ ① ｢私有

溝地を返却せしめ道路を取広むること｣､ ② ｢街路の角

を角切となし其障害物を除去すること｣, ③ ｢街路に開

設せる市場を改良すること｣. ㊨ ｢新市街の街路設計を

速かに確定施行すること｣の4点が主張された(『大阪

毎日新聞』 1902年4月26日)｡

会場に通じる｢最緊要の道路｣としての日本橋筋も､

｢道幅狭くして馬車人力車等の稀榛に便ならざる｣

(『大阪朝日新聞』 1901年6月22日)状況であったこ

とから,当初から拡幅や｢角切｣の計画が市当局によ

って打ち出されている17)そして,この街路整備政策

には｢その[会場]付近の貧民部落の処置｣ ( 『大阪毎
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日新聞』1902年4月25日)も含まれていたのであるo

開会が1年後にせまった1902年3月, 『大阪朝日新聞』

は第1面に｢博覧会と名護町｣ ( 『大阪朝日新聞』 1902

年3月14日)と賭する記事を掲載し,いち早くこの｢貧

民部落｣の問題を明確にした｡

当市に於ける第五博覧会場-通ずる道路の狭隆なるに就

ては既記府市当局者に於て予て拡張の計画をなしたるも

多額の費用を要すると人家取払ひ若くは切縮めの困難な

るに因り未だ実行の運びに至らず先づ泣寝入に了らん模

様なる上衣に忍ぶべからざる不体裁は南区日本橋筋担五

丁目の貧民部落是なり.同所は先年府の長屋建築規則に拠

り最も見苦しき家屋は家主をして改築せしめ家賃をも引

上げし為多少貧民は減じたるも矢張同所に住めるは別種

族にして汚くるしき身装の侭路傍に排梱し而も博覧会正

門の入口に当り梅田停車場より会場-の要衝に当り共侭

に存し置くは独り市の体面に関するのみならず実に国家

の面目に係る次第なれば当局者に於て速かに此貧民を他

-移す方案を計ぜざるべからず最も川名護町の如きは貧

民とは言-普通人民なるを以て行政庁の権力にては故な

く退去を命ずる訳に行かず巳むを得ずば警察署に於て十

分取締をなすか又は家主をして表家裏家に拘らず悉皆改

築し更に家賃を引上げ為に貧民の住居に堪-ざるより自

然退去するが如き兼を取るより外なかるべく兎に角会期

切迫の今日当局者の之に対する処分の断行を希望する者

ありといふ

｢博覧会と名護町｣の書き出しは.遅々として進まな

い道路の拡幅工事への苦言のように思われる｡しかし

ながら.問題はそれだけにとどまらない3 1898年に名

護町を訪れた横山源之助が｢日本橋五丁目の路次に入

れば,路次口広く家屋は概ね斬らしけれど-大阪裏面

の消息を尺幅の裡に掬するを得るもの多々見受けら

れ｣ると記しているように,ここではただ｢狭陰｣な

街路や会期に多くの観客が目にするであろう可視的な

景観(名護町の長屋建築)が問題化されているのでは

なく,むしろ名護町の住民とその生活様式に対して差

別的なまなざしが向けられているのであるB　このこと

は, ｢名護町｣住民を｢別種族｣と位置づけていること,

あるいは｢博覧会の為にアノ辺の道路や家屋は箇晋奇

石軌こなる様だが人間が汚なくていけんから給水の許す

限り洗湯業者に交番して施行風呂(無銭入浴)をたか

しむる要あり｣ ( 『大阪朝日新聞』 1902年5月21日)

という政友会支部会の席上での発言からも明らかであ

ろうこつまり, ｢不体裁は南区日本橋筋四五丁目の貧民

部落是なり｣という断言は,住人を分類(-差別)す
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るこうしたまなざしに拠っていると考えられる｡した

がって,その対策は必然的に,警察の｢取締｣.あるい

は｢家主をして表家養家に拘らず悉皆改築し更に家賃

を引上げ為に貧民の住居に堪-ざるより自然退去す

る｣こと.つまり｢貧民｣の排除に求められる｡

さらに｢博覧会場付近の壊屋｣ ( 『大阪朝日新聞』

1902年4月27日)という見出しの記事では,周辺地

区を問題にしながらも,同様の論が展開されている｡

博覧会場敷地付近に存在する貧民家屋取払問題は博覧会

施設事項の一にして稚極的に清掃せんと欲すれば貧民巣

窟と指称せらるる恵美須町付近は勿論同町に連続せる日

本橋筋五丁目の各横′ト路に迄及ぼさざる可らず.現に是等

道筋は朝夕付近の貧民が小買物の為に群集して市を為し

車馬の通行は遮断せられ彼等が衣服挙動に一見不快の感

を起さしむるを以て市当局者は市の体面上是非共之を清

掃せんとの希望なれど何分にも移転料若くは種々面倒な

る事情あるに由り斯かる横棒的の事業は到底今日実行し

得られぎればとて★めて単に恵美須町の内表通りにて最

も不体裁なる部分のみにても取払ふの外なかる可しとの

議あり来月一日市博発会委員会の問題たるべしと云ふ

ここでもまた｢貧民家屋｣や｢貧民巣窟｣の｢取払｣

そのものではなく. ｢貧民が群集して-市を為す｣こと,

そこに集まる｢貧民｣の｢衣服挙動｣が｢不快｣であ

ることを問題視し, ｢市の体面｣を理由として, ｢貧民｣

の排除を求めている｡

ここで描写されている｢恵美須町付近｣の様子は.

こうした事態に先行して,日本橋の南詰めで露店の市

場を開いていた業者たちが実際に排除された事件を思

い起こさせる｡つぎの資料を参考にしてみたい｡

明治三十六年内国勧業博発会開設当時正門道路筋二当り其

付近こ於テ任意軒下或ハ街路こ塀集シ青物生魚等ノ寿店ヲ

開キ売買ヲ為シ居ル状態ナリシガ其筋ヨリ街路取締上支障

ヲ生スルトノ御達示二按シ此等不都合ノ改善ヲ計り需要供

給ノ便こ資ス-ク益二食料品市場ヲ開設スルニ至ル]8)

ここに記されている｢状態｣はまさしく恵美須町に通

じるものであり.当局は｢街路二岬集｣して市をなす

というその行為を問題にし. ｢露店｣の商人を排除した

のである19)ぁるいは同様に､逢坂付近で｢立坊｣と

称される荷車の後押しや先曳きを勤める｢程積｣をま

とった｢無宿｣の労働者も警察によって統制された｡

その理由は｢此種貧民を取締るは社会上必要｣ ( 『大阪

朝日新聞』 1902年7月1日)とされたからである｡






